
目

次

告

示

○
医
療
・
福
祉
施
設
食
材
料
費
高
騰
対
策
支
援
事
業
業
務
委
託
の
支
出

に
関
す
る
事
務
の
委
託
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
健
康
医
療

福
祉
政
策
課
）
…
一

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
介
護
医
療
院
の
開
設
許
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
高
齢
福
祉

保

険

課
）
…
一

○
歩
行
者
利
便
増
進
道
路
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
道

路

課
）
…
二

○
利
便
増
進
誘
導
区
域
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

出
先
機
関

○
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
三
八
地
域

県

民

局
）
…
二

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
上
北
地
域

県

民

局
）
…
二

労
働
委
員
会

○
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
の
氏
名
等
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
事

務

局
）
…
三

告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
五
十
七
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
歳
出
の
支
出
に
関
す
る
事
務
を
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
四
月
十
二
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
住
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
、
指
定
年
月
日
並
び
に
委
託

年
月
日

名
称

住
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地

指

定

年
月
日

委

託

年
月
日

医
療
・
福
祉
施
設
食
材
料
費

高
騰
対
策
支
援
事
務
局

青
森
市
新
町
二
丁
目
二
の
四

青

森
新
町
二
丁
目
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
九

階

令
和六･
四･
一
令
和六･
四･一二

二

委
託
し
た
支
出
に
関
す
る
事
務
に
係
る
歳
出

医
療
・
福
祉
施
設
食
材
料
費
高
騰
対
策
支
援
事
業
業
務
委
託
の
支
出
に
関
す
る
事
務

三

委
託
期
間

令
和
六
年
四
月
十
二
日
か
ら
同
年
八
月
三
十
日
ま
で

青
森
県
告
示
第
二
百
五
十
八
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
介
護
医
療
院
の
開
設
を
許
可
し
た
の
で
、
同
法
第
百
十
四
条
の
七
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す

る
。

令
和
六
年
四
月
十
二
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

介
護
医
療
院
の
開
設
者

介

護

医

療

院

許

可

年
月
日

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

名

称

所

在

地

医
療
法
人
正
恵

会

上
北
郡
お
い
ら
せ

町
上
前
田
二
一
の

一

石
田
温
泉
病
院
介

護
医
療
院

上
北
郡
お
い
ら
せ

町
上
前
田
二
一
の

一

令
和六･
四･
一

青
森
県
報
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第
七
百
四
十
八
号

令
和
六
年四

月
十
二
日

（
金
曜
日
）



青
森
県
告
示
第
二
百
五
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
四
十
八
条
の
二
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
歩

行
者
利
便
増
進
道
路
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
令
和
六
年
四
月
二
十
五
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部

道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
四
月
十
二
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

路

線

名

区

間

指
定
し
た

年
月
日

県
道
青
森
停
車
場
線

青
森
市
本
町
一
丁
目
一
の
一
地
先
か
ら
同
市
本
町
一
丁

目
二
の
三
一
地
先
ま
で

令
和六･
四･
八

県
道
青
森
港
線

青
森
市
本
町
二
丁
目
二
の
一
地
先
か
ら
同
市
本
町
二
丁

目
二
の
一
四
地
先
ま
で

〃

青
森
県
告
示
第
二
百
六
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
三
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
利

便
増
進
誘
導
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
令
和
六
年
四
月
二
十
五
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部

道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
四
月
十
二
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

路

線

名

区

域

指
定
す
る

年
月
日

県
道
青
森
停
車
場
線

青
森
市
本
町
一
丁
目
一
の
一
地
先
か
ら
同
市
本
町
一
丁

目
二
の
三
一
地
先
ま
で
の
区
間
で
、
次
の
図
面
に
示
す

区
域

令
和六･
四･二六

県
道
青
森
港
線

青
森
市
本
町
二
丁
目
二
の
一
地
先
か
ら
同
市
本
町
二
丁

目
二
の
一
四
地
先
ま
で
の
区
間
で
、
次
の
図
面
に
示
す

区
域

〃

（
「
次
の
図
面
」
は
、
省
略
す
る
。
）

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
市
川

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
六
年
四
月
一
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
す
る
。

令
和
六
年
四
月
十
二
日

三
八
地
域
県
民
局
長

松

尾

英

輔

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
十

和
田
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
六
年
四
月
十
二
日

上
北
地
域
県
民
局
長

千

葉

健

夫

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
の
年
月
日

理

事

栗
山

純
一

十
和
田
市
大
字
相
坂
字
向
切
田
九
〇
の
一

令
和
六･
三･二一

労

働

委

員

会

（ ）2青 森 県 報 第748号令和６年４月12日 金曜日



あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
の
氏
名
等

労
働
関
係
調
整
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
四
百
七
十
八
号
）
第
四
条
及
び
労
働
委
員
会

規
則
（
昭
和
二
十
四
年
中
央
労
働
委
員
会
規
則
第
一
号
）
第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
を
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
四
月
十
二
日

青
森
県
労
働
委
員
会
会
長

岩

谷

直

子

氏

名

職

業

岩
谷

直
子

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員
（
公
益
委
員
）

弁
護
士

伊
藤

佑
輔

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員
（
公
益
委
員
）

弁
護
士

大
矢

奈
美

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員
（
公
益
委
員
）

青
森
公
立
大
学
経
営
経
済
学
部
教
授

細
矢

浩
志

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員
（
公
益
委
員
）

弘
前
大
学
人
文
社
会
科
学
部
教
授

源
新

明

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員
（
公
益
委
員
）

弁
護
士

山
内

裕
幸

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員
（
労
働
者
委
員
）

日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
青
森
県
連
合
会
会
長
代
行

谷
川

浩
二

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員
（
労
働
者
委
員
）

弘
前
愛
成
会
病
院
労
働
組
合
執
行
委
員
長

野
坂

聡
子

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員
（
労
働
者
委
員
）

オ
ー
ル
ユ
ニ
バ
ー
ス
ユ
ニ
オ
ン
執
行
副
委
員
長

金
沢

秀
樹

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員
（
労
働
者
委
員
）

東
北
電
力
労
働
組
合
青
森
県
本
部
委
員
長

對
馬

茂
文

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員
（
労
働
者
委
員
）

全
国
交
通
運
輸
労
働
組
合
総
連
合
執
行
役
員

寺
下

一
之

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員
（
使
用
者
委
員
）

寺
下
建
設
株
式
会
社
代
表
取
締
役
社
長

山
田

悦
子

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員
（
使
用
者
委
員
）

株
式
会
社
山
丙
代
表
取
締
役
社
長

安
田

浩
一

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員
（
使
用
者
委
員
）

株
式
会
社
弘
前
燃
料
代
表
取
締
役
社
長

小
笠
原

勝

博

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員
（
使
用
者
委
員
）

北
方
商
事
株
式
会
社
代
表
取
締
役
社
長

小
山
田

康

雄

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員
（
使
用
者
委
員
）

一
般
社
団
法
人
青
森
県
経
営
者
協
会
専
務
理
事

佐
藤

剛

青
森
県
労
働
委
員
会
事
務
局
長

成
田

哲
朗

青
森
県
労
働
委
員
会
事
務
局
次
長

川
田

幸
司

青
森
県
労
働
委
員
会
事
務
局
副
参
事
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
八
円
九
十
銭


